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資料７ 

○小金井市消防団条例 

平成14年６月28日条例第22号 

改正 

平成22年３月27日条例第８号 

平成23年３月25日条例第４号 

平成28年３月30日条例第18号 

令和元年９月26日条例第32号 

 

小金井市消防団条例（昭和26年条例第23号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第18条第１項、第19条第２項及び第23条

第１項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員（以下「団員」という。）

の定員、任用、報酬、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものと

する。 

（消防団の設置、名称及び区域） 

第１条の２ 小金井市に消防団を設置する。 

２ 前項の消防団の名称は、小金井市消防団（以下「消防団」という。）とし、その管轄区域は、

市内の全域とする。 

（定員） 

第２条 団員の定員は、83人以内とする。 

（任命） 

第３条 小金井市消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。 

２ 団長以外の団員は、18歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもののうちから、市長の

承認を得て団長が任命する。 

(１) 市内に居住する者 

(２) 市内に勤務する者 

(３) 市内に在学する者 

（推薦委員会） 

第３条の２ 市長は、前条第２項に規定する団員（小金井市消防団規則（昭和26年規則第１号）第

４条で定める副団長及び本部分団長を除く。）を確保するために、団長の求めに応じて、小金井

市消防団員推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）を設置することができる。 

２ 推薦委員会は、市議会議員及び学識経験者の中から市長が委嘱する委員をもって組織する。 

（欠格条項） 

第４条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。 

(１) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

(２) 第７条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（分限） 

第５条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認

められるときは、休職又は免職することができる。 

（退職） 

第６条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許

可を受けなければならない。 

（懲戒） 

第７条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免
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職することができる。 

(１) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。 

(２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(３) 団員としてふさわしくない非行があったとき。 

２ 停職は、１か月以内の期間を定めて行う。 

（身分） 

第８条 団員は、非常勤とする。 

（服務規律） 

第９条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事しなければならない。ただし、招集を受け

ない場合であっても水火災その他の災害（以下「災害等」という。）の発生を知ったときは、あ

らかじめ団長が指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事するものとする。 

第10条 団員は、５日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては

団長に届け出なければならない。 

第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

(２) 職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件を破損してはならない。 

(３) 消防団又は団員の名義をもって寄附を募集し、又は営利行為をなし、もしくは義務の負担

となるような行為をしてはならない。 

(４) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟もしくは紛議に関与し

てはならない。 

(５) 市民に対して常に災害等の予防及び警戒心の喚起に努め、災害等に際しては、全力を挙げ

て、これに当たる心構えを持たなければならない。 

(６) 機械器具その他の消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはな

らない。 

（報酬） 

第12条 団員には、報酬を支給し、その額は、別表に定めるところによる。 

２ 前項の報酬は、団員が任命されたときはその日の属する月分から、その職を解かれたときはそ

の日の属する月分まで、それぞれ日割計算により支給する。 

（費用弁償） 

第13条 市長は、団員が職務のため市の区域外に出張するときは、特別職の職員の旅費に関する条

例（昭和36年条例第７号）の規定に基づき旅費を支給する。 

２ 市長は、団員に手当を支給することとし、その種類、支給対象者及び支給額は、次の表に定め

るところによる。 

種類 支給対象者 支給額 

火災出動手当 
火災現場に出動し、その業務に従事

した団員 
１件につき 3,800円 

訓練出動手当 
教養訓練その他の訓練及び団長が認

めた行事等に参加した団員 
１件につき 3,800円 

特別警戒出動手当 
火災予防又は災害等の警備警戒に出

動し、その業務に従事した団員 
１件につき 3,800円 

（支給方法） 

第14条 団員に支給する報酬及び手当は、当月分を翌月20日までに支給する。 

（公務災害補償等） 

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は公務による負傷もしくは

疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族も
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しくは被扶養者（以下「団員等」という。）に対し東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭

和63年東京市町村総合事務組合条例第19号。以下「公務災害補償条例」という。）に基づき損害

を補償する。 

２ 団員が、消防業務に従事するに当たり、一身の危険を顧みることなくその任務を遂行し、その

ために死亡し、又は負傷し、もしくは障害の状態となった場合にあっては公務災害補償条例第８

条の２第１項第２号に規定する規則に定める程度の傷病等級に該当する障害が残存すると認定さ

れ、特に功労が認められるときは、団員等に対し東京都市町村消防団員賞じゆつ金条例（昭和63

年東京市町村総合事務組合条例第21号）に基づき賞じゅつ金を支給することができる。 

（退職報償金） 

第16条 団員が退職した場合においては、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に

東京都市町村消防団員退職報償金条例（昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号）に基づき

退職報償金を支給する。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成14年４月１日から適用する。 

（平成14年４月から同年６月までの報酬及び同年４月から同年５月までの手当の支給方法） 

２ 団員（団長及び副団長を除く。）の平成14年４月から同年６月までの報酬及び団員の同年４月

から同年５月までの手当の支給方法は、改正後の小金井市消防団条例第14条の規定にかかわらず、

この条例の公布の日の翌月の10日までに支給する。 

（特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和31年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び教育長」を「、教育長及び消防団員」に改める。 

別表第３中 

「 消防団運営審議会 会長 日額 11,000円  

 委員 日額 10,000円  

消防団 団長 月額 37,000円  

 副団長 月額 28,000円  

交通安全推進協議会 会長 日額 11,000円  

委員 日額 10,000円 」 

を 

「 消防団運営審議会 会長 日額 11,000円  

 委員 日額 10,000円  

交通安全推進協議会 会長 日額 11,000円  

委員 日額 10,000円 」 

に改める。 

（特別職の職員の旅費に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員の旅費に関する条例（昭和36年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(４) 小金井市消防団員 

（小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

５ 小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和43年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「小金井市消防団条例（昭和26年条例第23号）」を「小金井市消防団条例（平
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成14年条例第22号）」に改める。 

付 則（平成22年３月27日条例第８号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年３月25日条例第４号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月30日条例第18号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第15条第２項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

付 則（令和元年９月26日条例第32号） 

この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

別表（第12条関係） 

階級 報酬月額 

団長 39,000円 

副団長 30,000円 

分団長 18,000円 

副分団長 15,000円 

部長 14,000円 

班長 13,000円 

団員 12,000円 

 


